施行基準第１号様式
令和　　　年　　　月　　　日
（宛先）流山市上下水道事業管理者
流山市指定給水装置工事事業者
事業者名

給水装置工事配管技能者配置届出書
流山市給水装置工事施行基準第Ⅲ章「給水装置工事の施工１の １．１施工一般の６給水装置工事配管技能者の配置」に基づき、下記の工事に係る給水装置工事配管技能者 (以下「給水工事配管技能者という。)を従事又は監督する者として届出します。
１ 給水装置工事承認申込日　令和　　 年　　 月　　 日　受付番号 第 　　　　　 号
２ 工事場所　流山市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
３ 給水工事配管技能者
氏名　　　　　　　　　　　　　　　（携帯番号）　　　　　　　　　　　
４　資格要件の確認　該当する要件に☑マークを付け、修了証等の写しを添付して下さい。
	1 必須要件として、次のいずれかに該当していること。

	□
	水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工（配管技能者、その他  類似の名称のものを含む）

	□
	職業能力開発促進法　第44条に規定する配管技能士

	□
	職業能力開発促進法　第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者

	□
	公益財団法人給水工事技術振興財団が２０１１年度(平成２３年度)まで実施した配管技能の習得に係る講習（名称「給水装置工事配管技能講習会」）を修了した者、又は２０１２年度(平成２４年度)から実施した「給水装置工事配管技能検定会」に合格した者　（全国標準検定A・B）

	□
	５年以上の実務経験があり、上記4要件と同等の者として指定給水装置工事事業者が認める者（※ 1）

	2 ポリエチレン管の施工（ＥＦサドル分水栓設置、せん孔、給水管のＥＦ接合など）を伴う場合は、上記①必須要件に加え、次のいずれかに該当すること。

	□
	公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する検定会（ポリエチレン管検定）に合格した者

	□
	水道用ポリエチレン管の協会が実施する講習会の修了者、又は２０１６年(平成２８年)１２月３１日以前の水道用ポリエチレン管メーカーによる講習会を修了した者

	□
	５年以上の実務経験があり、上記２要件と同等の者として指定給水装置工事事業者が認める者（※ 2）


　　　　　　※１、※２ 修了証等写しの添付は省略する。
５　給水工事配管技能者の実務経験に関する証明および誓約事項
	届出する給水工事配管技能者は、配水管から分岐して水道メーターまでの給水管を設ける工事に従事した実務経験があることを証明します。
また、施工後２年以内に漏水又は出水不良などの不具合が発生した場合は、誠意を持って対応することを誓約いたします。
令和　　　年　　　月　　　日
住  所
事業者
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※ご不明な点は、上下水道センターまでお問合せください。電話04-7159-9925
